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８．Ｑ＆Ａ
【取得しようとする免許状の種類等に関する質問】
No. Ｑ Ａ
１ 高等学校の先生になりたいので，
高等学校の免許状だけを取得しよ
うと思うが，それで十分か。

法律上は高等学校の教員になるには高等学校の免許状だけで十分であるが，私立の中高
一貫校では両方の免許状を要求されることが多く，また公立でも中高一括採用の動きが
あり，高等学校の教員採用試験の受験資格に，中学校の免許状を有していることが条件
とされている場合が見受けられる。受験を希望する採用試験の受験資格を十分検討の
上，取得希望免許状を決定してほしい。本当に教員になりたいのであれば，中学校と高
等学校の両方の免許状を取得することを勧める。（なお，「情報」については，教員採用
試験の受験資格に，他の教科の免許状を有していることが必要とされている場合が見受
けられる。）

２ 自分の所属する学院で課程認定さ
れている教科が，例えば「数学」
だけだとすると「理科」の免許状
を取得することはできないか。

「理科」が課程認定されている学院の「教科に関する科目」等を修得することにより，
取得することができるが，負担が大きくなることは覚悟しなければならない。

３ 環境・社会理工学院（認定されて
いる免許教科は「工業」）の学生
で「理科」の免許状を取りたいが，
「教科に関する科目」の20単位す
べてを他学院で修得しなければな
らず，しかも，実験などは余裕が
ないということで排除されてしま
う。何とかならないか。

現行の制度ではどうしようもない。
どうしても取得したい場合は，卒業後科目等履修生で必要な単位を修得する，大学院に
進学して６年計画で取得する，再入学する，又は在学年限を延長せざるを得ない。

【取得までの期間に関する質問】
４ ４年生になってから１年間で教職
免許状取得に必要な単位を修得で
きるか。

原則として修得することはできない。理由は下記のとおり。
①免許状取得に必要な「教育実習」を除く「教職に関する科目」の単位は，教育実習に
行く前までに全て修得しておくことを原則としている。
②「教育実習」は，３年次４月に事前指導が始まる。
③前年度にある科目を修得済なことを履修条件としている科目を履修しようとすると履
修資格がない。
④開講学年が異なる科目を同クォーターで履修しようとすると，講義時間が重なる可能
性がある。
⑤隔年開講の科目が開講されていない可能性がある。

５ 大学院進学後，初めて教職の免許
状取得を思いたったが，取得する
ことは簡単か。

簡単と考えるのはやめたほうがいい。
専修免許状を取得するには，一種免許状の取得要件を満たした上に，大学院科目で24単
位修得する必要がある。
一種免許状は，本来学士課程４年間かけて取得するものであるので，それを２年間で取
得しようとする場合，
　�①前年度にある科目を修得済なことを履修条件としている科目を履修しようとすると
履修資格がない。

　�②開講学年が異なる科目を同クォーターで履修しようとすると，講義時間が重なる可
能性がある。

等の障害が出てくる。また，コースによっては色々難しい点が出てくる。
それらを解決の上，教育実習を履修すること。
なお，教育実習は，事前・事後指導に出席し，課題を提出し，高校の免許状のみを希望
の場合でも２週間を教育実習に費やす必要がある（中学校の免許状の取得を希望する場
合には，更に２週間及び介護等体験７日間）。
教員になろうとするもの以外は履修を勧めない。

【振り替え規定・科目認定に関する質問】
６ 「教職に関する必修科目」は，中
学は27単位，高校は23単位のすべ
ての単位を取らなければならない
か。

・中学校の場合
27単位のすべてを修得しなければならない。

・高等学校の「数学」と「理科」と「情報」の場合
23単位のすべてを修得しなければならない。

・高等学校の「工業」の場合
23単位のすべてを「教科に関する科目」で振り替えることもできる。
ただし，本学からの一括申請を希望する場合は「教育工学」，「工業科教育法Ⅰ，II，
III，Ⅳ」，「教育実習」を必修とする。
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７ 「工業」の免許状を取得する場合
は，「教職に関する必修科目」及
び「教科の指導法に関する科目」
をすべて「教科に関する科目」で
振り替え可能ということだが，そ
うすると「職業指導（『これから
の経営管理とプロフェッショナル
育成』）」も取る必要がないのか。

「職業指導（『これからの経営管理とプロフェッショナル育成』）」は，「教科に関する科
目」として必修のため，取らなくてはならない。
なお，本学より一括申請する場合には，「教育工学」，「工業科教育法Ⅰ，II，III，Ⅳ」，「教
育実習」も必修とする。

８ 中学校，高等学校の両方の免許状
を取得する際，中学で必修の「道
徳の指導法」を高校の免許申請に
は使えないのか。

振り替えられる。
「道徳の指導法」は高等学校の免許状を取得するための「教職に関する選択科目」とす
ることができる。

９ 高等学校の工業の免許状取得をす
る際に振替規定を利用し，「教職
に関する科目」を減らして，「教
科に関する科目」を振り替えた場
合，卒業単位との関係はどうなる
か。

教職のための単位認定と卒業のための単位認定とは関係がないので，卒業のための単位
が減ることはない。

10 「教科に関する科目」としては認
定されていないが，認定されてい
る講義と内容的に非常に類似して
いる講義がある。それを「教科に
関する科目」として認めてもらう
ことはできないか。

本学で「教科に関する科目」として認定されている科目以外は認められない。

11 高等専門学校からの編入学者が，
高専時代に修得した単位は「教科
に関する科目」に含められるか。

本学の教職課程においては，高等専門学校で取得した単位を「教科に関する科目」とし
て認めない。
高等専門学校で修得した単位を本学において認定した場合は，卒業のための単位に含め
ることはできるが，教員免許状取得上必要となる「教科に関する科目」，「教職に関する
科目」の単位として含めることはできない。
また，認定された科目は再履修できない。
ただし免許状取得のために必要な「日本国憲法」，「体育」，「外国語コミュニケーショ
ン」，「数理，データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」に関する科目
については，本学において認定した場合，教員免許申請に使用する単位として使うこと
が出来る。

12 「工業」の一種免許を振替え規定
によって取得後，教育職員免許法
第６条３項別表第四（他教科の免
許取得のための教育職員検定の規
定）によって，高校「理科」一種
免許状を取得したが，さらに「理
科」専修免許を取得したい場合，
大学院の24単位だけを取得すれば
よいか。

教育職員免許法第６条３項別表第四は，同一免許状種別に関する他教科免許取得の特例
であり，専修免許状の取得には改めて「理科」の専修免許状取得に必要な，教職に関す
る科目（23単位）＋教科及び教科の指導法に関する科目（24単位）＋教科及び教科の指
導法または教科に関する選択科目（12単位）＋大学院の教職または教科に関する科目
（24単位）の取得が必要である。

【「各教科の指導法に関する科目」についての質問】
13 「各教科の指導法」は自分の取得
希望の教科と同じものでなければ
ならないのか。

同じものでなければならない。
従って２教科の免許を取るためには両方の「各教科の指導法」の単位を修得する必要が
ある。

【「教科に関する科目」についての質問】
14 ２教科の免許を同時に取得しよう
とする場合に，１つの授業科目が
両方の「教科に関する科目」とし
て認められているものはないの
か。

表２の教科に関する科目一覧に示されているとおりで，２つ以上の「教科に関する科目」
として認められている授業科目はない。

15 「教科に関する科目」として，以
前は数学の代数学科目として認め
られていた授業科目が，今年の表
からはなくなっているが，どのよ
うな扱いになるのか。

授業科目名は，毎年，各学院からの申請により変更されたりするので，そのようなこと
が起こる。
当該授業科目の単位を修得した年度の表に従うというのが原則であるが，細かい点につ
いては，教務課の方に相談してもらいたい。できるだけ学生のみなさんが免許状を取得
できるよう努力したいと思っている。
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【教育実習に関する質問】
16 教育実習は，学士課程３年目の時
に行うことはできるのか。学部早
期卒業を考えている場合はどうす
ればいいか。

例えば，東京都の教育委員会が定めている教育実習取扱要綱には，教育実習受け入れの
条件として，最高学年在学者で，教員免許取得が確実であり，しかも，教職に就く意思
を持っていることが挙げられている。従って，教育実習の履修は，本学では，学士課程
４年目または修士課程２年目以上にのみ認めることにしている。
早期卒業を計画し，学部卒業までに教員免許の取得を希望する者は，２年生４月時点で
教育実習前年度オリエンテーションに参加し，翌年度教育実習の申し込みをする。� そ
の際，免許取得に必要な「教職に関する科目」と「教科の指導法に関する科目」のうち
100番台の全科目、及び「教科に関する科目」・「教職に関する科目」以外で免許状取得
に必要な全科目の単位（「憲法」２単位，「スポーツ実習Ⅰ・Ⅱ」２単位，「国際コミュ
ニケーション科目」２単位，「情報リテラシ」又は「コンピュータサイエンス入門」２
単位）を取得していることを証明する書類を提出する。（以下、提出先は全て教職科目
実施委員長宛）
また，上の申し込みと相前後して，所属系長から，自らが早期卒業予定者であり，3年
生で教育実習する特段の理由とそれにふさわしい学業成績である旨を記載した推薦書を
作成してもらい，提出すること。
実習校は原則として母校とし，母校で受け入れ不可となった場合は，附属高校に空きが
ある場合のみ受け入れを検討する。
上記の申し込み時に，教育実習を取り消す条件として，単位取得，早期卒業見込み，免
許取得に必要な手続きの実施状況等があるので，その詳細を説明する。なお，実習校に
申し込みをした後に実習を取り消すことになった場合には、系長及び本人から実習校校
長宛に，謝罪の意を表する文書を送付する必要があるので，その点を了解し同意するこ
とが申し込みの受付条件である。

17 教育実習の科目は免許状取得希望
科目と同じでなくてはならない
か。

本学では，本人の免許取得教科で実習することを原則としている。
また，最近は，母校実習の受け入れについて，教員採用試験の受験を条件とする地域，
学校が多いことから，実習校についても本人の希望により自由に選べるわけではない。
なお，本学では，原則として本学附属科学技術高校で実習することにしている。

18 教育実習申し込みから実施までの
流れはどうなるのか。

「教育実習」は、教育実習を行う年度の前年度の4月に登録をすることが必要である。
次頁の表１に教育実習の登録から実習までの流れを示す。

【介護等体験に関する質問】
19 「介護等の体験」とは何か。 「介護等の体験」とは，中学校の免許状取得者に義務付けられている授業科目外の実習

体験であり，障害者，高齢者等に対する介護，介助，これらの者との交流体験をいい，
免許状取得のための条件は７日間である。
実施機関で交付される証明書類が必要になる。

20 介護等体験を行う手続きはどうす
ればよいか。

体験を行う前年度の４月及び９月に実施する「介護等体験オリエンテーション」にて手
続き等を説明する。オリエンテーションの時期は，変更されることも十分に予想される
ので，常に掲示に注意すること。

介護等体験ができる施設数は限られている。そのため，本学では，介護等体験を行う者
は中学校の免許状を取得するために必要な単位を，教育実習を除いてすべて修得済もし
くは修得見込みであることが望ましい。

【免許状申請手続きに関する質問】
21 免許状の申請は，どのようにする
のか。

卒業の年の６月又は７月に，一括申請の手続きを教務課で行う。掲示を出すので，注意
してほしい。
一括申請の手続きをしなかった者は，個人申請になる。
個人申請の方法については，教務課に問い合わせてほしい。
なお，個人申請は，３月中に免許状を受け取ることができない可能性が高いので，３月
卒業の学生は，一括申請の手続きを忘れずにしてほしい。

【就職についての質問】
22 卒業生で教職についている人はど
の位いるのか。

今までに約360名近くが教員になっている。毎年数名は教職についているが，平成10年
以後で約60名以上が教職についている。
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表１．教育実習登録から実習までの流れ（斜体の行事は，教育実習基礎の授業の一環であり，成績評価対象である。）
前年度
４月上旬

来年度実習オリエンテーション１
介護等体験オリエンテーション１

教育実習の登録を行う。対象は，学部３年生・修士１年生・博士１年
生以上。
※前年度時点で登録していない者は，翌年の実習はできない。

４月下旬 実習校の割り振りの発表 実習先の割り振りを教職HPで発表する。原則として附属高校で実習を
行う。
母校に割り振られた場合，各自で母校に連絡をする
※�母校から依頼状等を早期に求められた場合は、教務課に連絡をする
こと。

９月上旬 授業見学会オリエンテーション
介護等体験オリエンテーション２

実習前年度に附属高校教育実習生の授業を見学する。そのための説明
会を行う。

９月下旬 授業見学会 附属高校で２時間分の授業を見学する。見学後３週間以内に課題提出。
12月中旬 教職実践演習特定課題研究発表会 来年度履修予定の「教職実践演習」の発表会を見学する。
１月下旬 来年度実習オリエンテーション２ 教育実習に向けた準備と４月までの課題を提示する。
実習年度
４月上旬

今年度実習生オリエンテーション 実習に関する手続きを行う。

５月初旬 教材研究講義 教材研究講義と実習中の課題やレポートの解説を行う
６月頃 附属高校６月期教育実習

（２週間）
母校実習の場合は、母校の予定通り（レポートの締め切りは終了から
１か月後）

９月頃 附属高校９月期教育実習
（２週間）

母校実習の場合は、母校の予定通り（レポートの締め切りは終了から
１か月後）
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